
＜次世代育成支援対策推進法＞ 

 

山鹿中央病院 

一般事業主行動計画 
 

職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全

ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間  2024 年 4 月 1 日～2029 年 3 月 31 日（5年間） 

 

２．内  容 

 

【目標①】：会社独自の男性の育児休暇取得を 100％とする。 

 

   【対 策】：2024 年 8 月～ 

会社独自の育児休暇（最大 5 日間/2 回まで分割可）に関する資料の内容を分かり 

やすく見直し、職員全員に周知する。 

部署内の職員または職員の配偶者の妊娠について報告する時期や報告先、相談先を 

改めて周知する。 

 

【目標②】：職員全体の月平均残業時間をコロナ禍前（2018 年度）の水準（10%以上）へ削減する。 

 

   【対 策】：2024 年 8 月～ 

         部署ごとの業務内容や手順・マニュアルの見直しを行い、残業時間短縮に 

につながる業務効率化のための業務改善及び評価を実施する。 

 

 

                           2024 年 4 月 1 日 

山鹿中央病院 

理事長  原 暁生 


